
機械器具１ 手術台及び治療台
一般医療機器  汎用診断・処置用テーブル ＪＭＤＮコード：１３９５８００９

眼科スライドテーブル

届出番号：27B1X00042001033

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。

電源プラグ

操作スイッチ部

電源スイッチ

テーブル

【形状・構造及び原理等】
　１）作動原理
　　　電動式油圧装置および電動モーターを制御すること
　　　で、テーブルの昇降、スライドを行う。

　２）外観図

【使用目的又は効果】
　本機器は、診療室などで検査、診断、処置のために用いる
　テーブルである。

【使用方法等】
　１）取付・設置（組立て・据え付け）
　　　①機器の取付・設置は専門の担当者（当社又は当社指
　　　　定の業者）が行なうこと。
　　　②本製品は、必ず平らで丈夫な床の上に設置すること。
　　　　床面が５°以上傾いている場所へ設置すると本製品
　　　　が転倒するおそれがあります。
　　　③設置位置は可動しても壁や周辺機器に当たらない場
　　　　所にすること。
　　
　２）操作方法又は使用方法
　　　機器の詳細な操作方法及び使用方法については、付属
　　　の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

【使用上の注意】
　<重要な基本的注意>
　１）患者に治療中は動かない様に十分に説明し、操作者
　　　は患者等（小児等、介添者や医療スタッフ含む）の
　　　手・指・身体の一部を機器の可動部やその周辺に近
　　　寄らせないこと。（挟まれて人身事故の原因になる
　　　ため）
　　　また、操作者は常に患者等から目を離さないこと。
　２）薬液等が樹脂や金属塗装面に付着した場合、樹脂が
　　　変質したり、塗装が剝れ、内部金属が腐食するおそ
　　　れがあるので、速やかに清拭してください。
　３）機器の清掃には取扱説明書で指定した洗剤を使用す
　　　ること。
　４）本製品を作動させる時は、患者が正常な位置に座っ
　　　ているか、周囲の安全を確認後、作動させること。
　５）作動時にはさみ込みのおそれがあるため、周囲に障
　　　害物がある時は機器を作動させないこと。
　６）他の医用電気機器と併用する場合、電磁的影響によ
　　　る不正確な動作が発生することがないか使用前に確
　　　認すること。
　７）許容荷重以上の物を載せないこと。
　　　（許容荷重３０ｋｇｆ）
　８）テーブルに載ったり、腰掛けたりしないこと。
　９）診療後、または使用しない時は、本体電源を切り、
　　　コンセントから電源プラグを抜くこと。
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　３）機器の分類
　　　電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅠ機器

　４）電気的定格
　　　①定格電圧　  ：ＡＣ１００Ｖ
　　　②電源周波数  ：５０／６０Ｈｚ
　　　③電源入力　  ：４．２／４．９Ａ

　５）機器の仕様
　　　記載寸法の許容差は±１０％である。
　　　①テーブル作動
　　　　昇降ストローク　　　２６５ｍｍ（電動油圧式）
　　　　スライドストローク　５００ｍｍ（電動）

　＜動作保証条件＞
　下記の条件にて使用すること。（但し、結露しないこと）
　　周囲温度：　０～４０℃
　　相対湿度：　１０～９５％
　　気　　圧：　７００～１０６０ｈＰａ



本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。 

〔製造販売業者〕
　タカラベルモント株式会社
　ＴＥＬ：０６－６２１２－３６２０
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【保管方法及び有効期間等】
　＜耐用期間＞
　１０年間。（自己認証（当社データ）による。）
　※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行っ
　　た場合に限る。
    テーブル、及びスイッチ類は使用環境によって異なり
　　ます。

【保守・点検に係る事項】
　保守点検には日常点検と定期点検があり、実施時期と実
　施内容により異なります。
　・日常点検
　　詳細については取扱説明書の「保守点検」の項に記載
　しています。日常点検内容を確認し、必ず実施してくだ
　さい。
　＜使用者による保守点検事項（日常点検）＞
　使用者による保守点検内容の概要は、下記のとおりとす
　る。

始業前

始業前

終業後

点検頻度

外観の確認

外観に異常がないことを確認すること。

正常状態の確認

正常状態・正常動作を確認すること。

製品の清掃状態の確認

製品に汚れがないことを確認すること。

点検項目

　　
　・定期点検
　　繰り返し使用することにより機能低下や消耗する部品、
　部位がありますので、1年に1度を目安にした定期点検に
　よる保守（消耗品交換を含む）と、安全性確認を推奨し
　ます。
　定期点検の内容に関しては取扱店または直接当社にお問
　い合わせください。

　＜業者による保守点検事項＞
　業者による保守点検（定期点検）を実施するときは当社
　または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適
　切な資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者等の氏名又は名称等
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